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東久留米市教育委員会 

 

新型コロナウイルス感染症対策における今後の学校の対応について 

 

 新型コロナウイルス感染症対策に向けた様々な対応への御理解・御協力をいただきありがと

うございます。この度、市立小・中学校では、臨時休業を５月３１日（日）まで延長すること

といたしました。つきましては、５月１１日（月）以降について、下記のように対応します。 

 

記 

 

１ 登校日について 

 各学校は、５月１１日（月）から１５日（金）までの間に、お子様の様子を確認すること

及び家庭学習用の課題を配付することを目的として、学年別に１回の登校日を設定します。

複数の学年の登校日が同日となる場合は、学年ごとに登校時間に差を設けるなどにより、一

斉に登校することがないようにします。また、登校した際の各教室の児童・生徒の入室人数

を２０人以内とし、座席の間隔を十分とるようにします。ご家庭におかれましては、登下校

時や学校内において、友達との距離を十分にとるようお子様にお話しください。登校日時や

持ち物等については、各学校からのお知らせをご覧ください。新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止の観点から、欠席をしても欠席扱いとはしません。なお、欠席された場

合は、登校日以降に担任等から電話等による連絡をします。 

 

２ 児童・生徒の家庭学習等の充実について 

（１）家庭学習用の課題の配布に当たっては、お子様が計画的に学習できるよう、１日のス

ケジュールや１週間の見通しをもてる資料を併せて配付していますので、参考にしてく

ださい。なお、お子様が家庭学習をする中で質問や疑問が出てきた場合は、学校にお問

合せいただけます。 

 （２）お子様に、インターネットを使用して活用する児童・生徒の学習ドリルソフト「ｅラ

イブラリ」にて学習をさせてください。ログインＩＤ及びパスワードは、学校からお知

らせします。なお、現在、東久留米市教育委員会は、ご家庭においてＩＣＴを活用した

学習を行うことができない児童・生徒宅を対象として、タブレット端末及びモバイルル

ーターの貸出しを行う準備を進めております。 

 （３）５月以降に家庭学習用として課題となった内容については、一部、参考資料として１

学期の学習評価に反映することもあります。 

 

３ 補習教室及び個別面談等の実施について 

（１）家庭学習及び学習内容の状況や学習ドリルソフトｅライブラリの実施状況の確認を通

して対面での指導が必要となる児童・生徒については、午前８時３０分から１１時３０

分までの必要な時間に補習教室を行います。ただし、状況によっては、補習教室を午後

に実施することもあります。小集団による補習教室を実施する場合は、一つの集団の人

数を１０人以内として行います。 

（２）学校が必要と判断した場合や保護者からの特別な申し出があった場合は、短時間での

児童・生徒や保護者との個別面談や家庭訪問を実施します。 

 



４ 電話による児童・生徒の状況確認について 

  １週間に１回程度、児童・生徒の心身の健康状態を把握するため、電話等による確認を行

います。 

 

５ 校庭開放について 

実施しません。 

 

６ 授業日の確保に向けた取組について 

４月当初からの臨時休業に伴い、今後、学校が再開されても国で定められている標準授業

時数を確保することは困難となる見込みです。そこで、全市立小・中学校において、次のよ

うにして授業時数の確保に向けて努めていきます。 

 （１）学校行事等の精選を行います。「運動会」「学芸会・学習発表会」「展覧会」「合唱コン

クール」について、原則として中止します。ただし、各学校で創意工夫し縮小するなど

して取り組む場合はこの限りではありません。 

（２）６月１日（月）から学校が再開となった場合、朝学習等（短い時間を活用して行う指

導）を実施します。これに伴う時程の変更については、各学校からのお知らせをご覧く

ださい。 

（３）土曜日や夏季休業日を授業日とすることについては、現在、検討を行っています。 

 

７ その他 

 （１）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、教職員にはマスクを着用することを推奨

しております。 

 （２）やむを得ない場合に限り、学校にご連絡をいただければ、次の対象となるお子様を午

前８時３０分から午前１１時３０分までお預かりします。 

ア 小学校１年生から３年生までの児童 

イ 福祉サービス等の対象となっている小・中学生 

ウ 家庭においてＩＣＴを活用した学習を行うことができない小・中学生 

      ※ 各学校に配備されているタブレット端末を学校が指定する教室で使用する

ことができます。 

 （３）万一ご家庭内で新型コロナウイルスに感染された方が出た場合は、学校にお知らせく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

 教育部 指導室 指導主事 

電 話 ０４２－４７０－７７８１ 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考例〕      我が家の時間割 

時刻（小学校を参考） 月 火 水 木 

朝学習 

８：３０～ ８：４５ 
国語 算数 朝読書 算数 

１コマ目 

８：４５～ ９：３０ 
国語 算数 図工 外国 

２コマ目 

９：３５～１０：２０ 
算数 国語 図工 算数 

休けい 

１０：２０～１０：４０ 
    

３コマ目 

１０：４０～１１：２５ 
音楽 社会 国語 総合 

４コマ目 

１１：３０～１２：１５ 
理科 道徳 家庭 総合 

昼 食     

 

【時間割の作り方や活用の仕方のポイント】 

① 学習のスタート時刻は、実際の学校での時刻と同じにする。 

② １コマの時間を小学生は４５分間、中学生は５０分間とする。 

③ 学校からの課題が確実にできるよう、各教科を割り振る。 

④ １コマの中で学習に集中できなくなったら休み時間を十分に取

り、次の学習のスタート時刻を守ることを第１に行う。 

⑤ お手洗いや水分補給は、できるだけコマの間の休み時間に行う。 

⑥ １コマの学習のゴールを決めて取り組み、続けたくても時刻に

合わせて終了する。 

⑦ 学習内容は、学校からの課題を優先して行う。 

【学習する内容について】 
 学習内容は、学校からの課題を優先しながら、以下の内容を参考に、教

科書やコンテンツ等を活用して予習や復習を行うようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【朝学習】 

漢字や計算などの小テストを短時間で集中して行うことがポイント！ 

【休けい】 

室内で、体をほぐしたりバランス運動をしたりして、リラックスしよう。 

【道徳】 

教科書を読んで、主人公の思っていることや気持ちの変化を知り、「自分

だったらどうするか」「今まで似たような出来事があったとき自分はどう

だったか」を振り返り、今のありのままの自分を知ることが大切！ 

【国語、社会、算数・数学、理科、生活、外国語 等】 

教科書を読んで内容を知ることが大切！。次のコンテンツを活用して、

問題をチャレンジしたり、動画を見て学習内容をより深く理解したりす

ることがポイント！ 

 

 

 

 

〔東京ベーシックドリル〕    〔ＮＨＫ for school〕 

【家庭、音楽、図工、美術、技術・家庭 総合的な学習 等】 

教科書の内容を行ったり、次のコンテンツで興味のあることを取り組ん

だりしてみよう。 

 

 

 

 

〔学びの支援サイト〕 〔子供の学び応援サイト〕 〔おすすめキッズサイト〕 

「家庭学習の時間割」の作り方 


